
こども福祉部子育て総合支援センター児童支援係

学童クラブ
障がいのある児童の
利用登録について



児童館での過ごし方



小学生の児童館での過ごし方

【学童クラブ】

放課後に学校からランドセルを背負ったまま児童館に来て、指導員の見守
り・支援のもとで過ごします。

【ランドセル来館】

放課後に学校からランドセルを背負ったまま児童館に来て、自由に過ごし
ます。

【自由来館】

放課後に一度家に帰って、ランドセルを置いてから児童館に来て、自由に
過ごします。

障がいのある児童は、ランドセル
来館の利用ではなく、学童クラブ
を利用していただきます。

自由来館を利用される場合は、保
護者と一緒にきてください。



学童クラブ



学童クラブとは？

学童クラブとは、児童福祉法第６条の３第２項の「放課後児

童健全育成事業」で定められた、保護者が労働等によ
り昼間家庭にいない小学生を対象に、授業の終
了後に小学校の余裕教室や児童館等の施設を利用して適切な遊
び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業。

※地域により「学童保育」、「学童クラブ」、「放課後児童ク
ラブ」と呼ばれています。



千歳市では18か所の学童クラブを開設

児童館併設11か所
学校併設２か所
公共施設内１か所
単独施設（２施設）４か所

各学童クラブでは、
基本的に職員２人
で定員の人数を見
ています。



開所日及び開所時間

【開所日】

日曜日、祝日、振替休日、年末年始（12月29日～翌年１月３日）

を除く毎日

【開所時間】

○学校で授業のある日：放課後～18時30分

○学校休業日：８時～18時30分

【利用時間】

○勤務時間＋通勤時間

○仕事が休みの日や、シフト勤務で早く帰ってきている日は、利用不可



登録期間

【登録日】

○４月１日

○年度途中から利用する場合は、各月１日又は16日

【解除日】

○登録開始日の属する年度末

○年度途中で利用を終了する場合は、各月15日又は末日

【更新】

○基本は４月１日から翌年の３月31日までの登録

○登録は自動更新されないため、１年に１回登録手続きが必要



登録要件

○児童の保護者が就労または病気などの理由で長期にわたり留守家
庭となる場合

【登録基準】保護者の勤務日数が週３日以上で、かつ、勤務の終了
する時間が15時以降の場合（１年生は14時以降でも可）

○その他、市長が必要と認める場合

※認定こども園等と異なり、求職活動は登録要件に該当しない



○毎月、学童クラブ保護者負担金（保育料）がかかる

○保護者負担金（保育料）は、前年の所得に応じ て10階層

（ 月額 1,650円～8,150 円・生活保護世帯は無料）

○同一世帯から同時期に２人以上の児童が学童クラブに登録している場合は、
２人目以降は半額

保護者負担金（利用料）について



障がいのある児童の
利用・登録



障がいのある児童の登録について

【対象】

集団生活が可能で、かつ、日々通所できる軽度の
障がい児
引用：千歳市学童クラブ管理運営要綱

・学童クラブには送迎サービスはない

→学校から学童クラブまでは、児童が自力で歩いて通う

→自力で通えない場合は、保護者又はそれに代わる大人が送迎する



申請から決定までの流れ

①登録申請 ９月上旬～９月中旬、今年は９月１日（月）～９月17日（水）

・療育手帳、診断書、受給者証、こどもの発達と支援の記録ファイル等の提出

②認定こども園等での児童の過ごし方や障がいの程度の把握

・生活面の自立、集団行動の様子

先生や友人とのコミュニケーション等の確認

③学童クラブの体験入所（申請受付後から10月上旬）



④障がい児利用登録判定委員会（10月下旬）

受入可否の決定

・児童の様子と受入態勢の観点から、学童クラブでの生活が可能か判断

・不可となった場合に、福祉サービス等の利用を検討できるよう、

早い時期に可否を決定

⑤来年３月に、登録先となる学童クラブも含めて登録決定

（基本的には４月から通学する小学校区の学童クラブ）

申請から決定までの流れ

学童クラブの職員は「放課後児童支援
員」であり、障がいの専門知識を有し
ていません。



障がいのある児童の学童クラブへの登録方法などについて御案内しました。

障がいのある児童以外の登録方法は異なりますので御留意ください。

学童クラブの登録の詳細については、

広報ちとせ８月号（８月10日発行）や、

市のホームページ（８月上旬に情報を更新する予定）等で

御確認ください。

詳細情報の確認方法


